
青少年社会環境浄化活動       補導活動（補導員中心の声かけ活動） 
・「店舗調査」（有害環境をなくすための協力依頼）   午前・午後・夜間に分かれ、青少年補導員や 

・「納涼祭パトロール」（６月～８月）         学校教職員と共に地域を回っています。 

・「地区活動」（青少年の健全育成を話し合う）         「愛のひとこえ」運動 

・「実行活動」（店舗の利用状況の実態調査）      ※補導活動・補導従事者数・補導件数は、市の 

                           ＨＰに掲載しております。    

相談活動              学校と警察・関係機関との協力活動      

 青少年本人のみならず、ご家庭からのご相談も  学校間や警察等関係機関との連携を図り、子ども 

 受け付けています。     たちの指導・支援を行います。 

・「電 話」     ・市内の小中高等学校  

・「来所(要予約)」     ・流山警察署 

・「訪 問」     ・関係機関（青少年補導員、連絡協議会他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度・新学期がスタートしました！ 

子どもたちの安全・安心はたくさんの目でつくられています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

令和３年 

４月号：２０７号 

「 地 域 の 子 

声かけ合って  見守って 」 

流山市青少年指導センターだより 
流山市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

青少年指導センター 

〒270-0153  流山市中 110 番地 

流山市生涯学習センター内 

TEL 04-7159-5400  FAX 04-7159-9887 

４月５日（月）に小・中学校で始業式が行われました。登

校する子どもたちはマスクをしていて、表情を見ることは難

しいですが、「おはようございます！」という明るい声を通し

て、期待と喜びに満ちて登校していると感じました。また、

補導員の方や保護者、先生方の温かい目で長年見守っている

姿には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今後も、子ど

もたちが元気に登校できるよう、見守りをどうぞよろしくお

願いします。 

これから日没時間は遅くなりますが、登下校はできる限り

一人にならないようにすること、また暗くなる前に帰宅する

よう子どもたちに引き続き声かけをお願いします。 

 

 「健全育成」と「非行防止」のための４つの業務 
流山市青少年指導センターは、学校及び保護者の皆様や地域のボランティアの皆様と力

を合わせて、「健全育成」と「非行防止」のために４つの業務を行いながら活動しています。 

  

 

 

 

さまざまな形で、ご相談

に応えています。 



3 年 3 月の補導活動の状況（統計資料）
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※特別パトは、職員のみで状況に応じて行うパトロール。
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単位：回、人

実施区分

補　導　活　動 補 導 従 事 者 数

（１）補導活動実施回数・補導従事者数等

街頭パト

実　施　回　数 補 導 員・P T A・教 員  センター
総　計

支部パト 納涼祭パト 特別パト 合　計 街頭パト 支部パト 納涼祭パト 合　計 職　員

32

午　前 91

薄　暮

午　後

16 16
合 計 0 124 139

夜　間

時
間
帯 0

※納涼祭パトは、職員・補導員・教員・PTAによるパトロール。⇒納涼祭パトロールの数は、参加者合計人数(センター職員も含む)

※納涼祭パトロールは、6.7.8月に実施

（２）指導件数(声かけ件数) 単位：件（人数）

※街頭パトは、職員・補導員・教員によるパトロール。 支部パトは、補導員のみパトロール

対　象　者　別　
 　学　　　職　　　別　　　対　　　象　　　者

 児　童　・　生　徒　・　学　生
有職者 無職者 合  計

　行　為　別
小学校 専門校 大　学中学校 高　校

不 健 全 娯 楽

自
　
　
転
　
　
車

二 人 乗 り

無 灯 火

並 列 走 行

合 計

補 導 、 通 報 件 数 （ 再 掲）

計

そ の 他

刑 罰 法 令 に 抵 触

そ の 他 （ 帰 宅 指 導 等 ）

男 女 計

行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為

喫 煙 ・ 飲 酒

怠 学

不良交友・不純異性交遊

夜 遊 び

危 険 行 為

右 側 走 行

携帯・イヤホン

自 転 車 そ の 他

※その他（帰宅指導等）：行為に該当しない全て　　（ 遅れて登校する生徒に対して挨拶、気を付けてと声かけ

※補導、通報件数（再掲）：上記件数のうち、警察や関係機関への送致又は通報、家族や学校等へ連絡、注意、助言したもの

※自転車その他：自転車のうち行為別項目に該当しない全て

※その他：行為のうち自転車を除く行為別項目に該当しない全て　

■青少年指導センターに寄せられた情報

【３月 ８件】

３月は盗撮が３件ありました。スマートフォンを利用した不審な撮影等が目立ちます。新学期が始まり、子ど

もたちも新たな気持ちで、友達と多くの時間を過ごすと思います。今後、公園等で遊ぶことが多くなると思いま

すので、不審な行動を見かけたら、子どもたちへの注意喚起をお願いします。

【相談電話専用】 04-7158-7830 もしくは 04-7158-7833
※ 月～金曜日、９：３０ ～ １６：３０ （第３水曜日は電話相談のみ）

盗撮（３件）つきまとい（２件）声かけ（１件）変質行為（１件）挙動不審（１件）


